




















（案）

特別史跡名古屋城跡におけるバリアフリーに関する 

アンケート等業務委託 仕様書 

Ⅰ．業務概要 

本業務は、名古屋城全体のバリアフリー対応について市民アンケートを実施し、併せて市民討論会へ

の参加者の募集を行い、意見聴取を行う。

１．市民アンケート 

 住民基本台帳から無作為抽出した 5,000 人の市民を対象としたアンケートを実施する。また、市

民討論会への参加者の募集についても併せて実施する。 

＜業務内容＞

  ・調査票、説明資料、市民討論会の参加希望票（以下「調査票等」という。）の作成 

・調査票等、封筒の印刷 

・調査票等、返信用封筒の封入、郵送 

・調査票及び参加希望票の回収 

・調査結果の集計、集計表、数値入りの調査票の作成 

２．市民討論会 

  市民アンケートを送付した市民の中から、参加希望者を対象に市民討論会を行う。 

  ＜業務内容＞ 

  ・開催の準備（参加希望の集計、抽選、抽選結果の送付） 

・当日の準備（資料の作成・配布、会場の手配・設営） 

・当日の運営 

・意見の集計及び報告書の作成 

Ⅱ．業務内容 

１．市民アンケート 

（１）調査概要 

① 調査方法等 

ア 調査地域：名古屋市内 16区全域 

イ 対 象 者：市内に居住する 18歳以上の者、5,000 人（外国人含む） 

※5,000 人に対し調査票を送付することを指し、5,000 人の回収数を求めるものではない。 
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ウ 抽出方法：住民基本台帳から層化無作為抽出（本市が実施） 

エ 調 査 法：郵送 

オ 調査期間：令和 5年 4月中旬～令和 5年 5月上旬（2週間程度） 

② 調査票 

ア 調査票の種類 

A 調査票 

B ルビ付き調査票（Aの調査票に使用されている漢字のすべてにルビをふったもの） 

※外国人を対象とする場合、Bの調査票を使用する。 

イ 設問：10問程度（自由記述：数問程度） 

ウ その他、フェイス項目（年代、子供の有無など属性に関する質問） 

エ 様式：A4版、4頁程度、白黒 

③ 説明資料 

ア 名古屋城のバリアフリーに関する説明資料 

イ 様式：A4版、8頁程度、カラー 

④ 参加希望表 

ア 市民討論会の概要及び参加希望欄 

イ 様式：A4版、1頁程度、白黒 

（２）業務内容 

① 調査票等の作成 

・作成する調査票は、質問文、選択肢を提案し、校正や挿絵の挿入並びに本市の指示によるレイア

ウト調整をしたうえで、調査票を完成させる。 

・アンケートに同封する挨拶文を本市と協議のうえ作成する。 

・完成した調査票を基に、受託者でルビ付き調査票を作成する。（前述の調査票 B） 

・説明資料は、絵や写真等を使い分かりやすいものを作成する。 

② 調査票等の印刷 

 ア 挨拶文（様式：A4、1 頁程度、白黒） 

 イ 調査票（上記‘①調査票等の作成’参照） 

ウ ルビ付き調査票（様式：調査票に即す） 

エ 説明資料（上記‘①調査票等の作成’参照） 

オ 参加希望票（上記‘①調査票等の作成’参照） 

カ 送付用封筒（様式：角型 2号） 

キ 返送用封筒（様式：長型 3号、テープ付封筒を使用） 
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③ 調査票等の封入、郵送 

封入作業を行うにあたっては、次の資料を同封すること。 

ア 挨拶文 

イ 「市民討論会」の参加希望票（開催案内） 

ウ 調査票（又はルビ付き調査票） 

エ 説明資料 

オ 返送用封筒 

・調査票郵送用の宛名ラベルは、本市より支給する。 

・上記資料を封入し、送付用封筒に宛名ラベルを受託者で貼り、転送不要で郵送すること。なお、

発送費については委託費の中に含める。 

④ 調査票、参加希望票の回収 

・返送用封筒については、料金受取人払郵便物とし、本市の委任を受け、名古屋中郵便局にて受領す

ること。なお、回答返送費については委託費の中に含める。（回答返送費ついては、調査票の返送

があったものに対してのみ支払う。） 

・料金受取人払郵便物とするための諸手続きについては、受託者が行うこと。 

・調査票、参加希望票の回収は調査予定期間中に適宜行い、集計作業を順次進めるとともに、回収状

況について報告すること。 

⑤ 調査結果の集計、集計表、数値入り調査票の作成 

・全体（単純）集計、フェイス別集計及び本市が指示する集計法によるクロス集計を行い、調査結果

集計表のデータを作成する。 

・調査票に調査結果を記載した数値・グラフ入り調査票を作成する。

・自由記述については、本市で指定するカテゴリーに分け、別途まとめる。 

⑥ 報告書の作成 

・全体（単純）集計（グラフ化すること）、フェイス別集計の表、数値入調査票、本市が指示する集

計法によるクロス集計などを編集・整理した報告書を作成する。報告書の作成については、本市と

協議しながら行う。 

（３）市民アンケートの想定スケジュール 

① 宛名ラベルの提供 

4 月上旬 

② 調査票等の確定、調査票等印刷・封入作業、アンケート発送 

4 月中旬 

③ 調査期間 

4 月中旬～5月上旬（2週間程度） 
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④ アンケート締切 

5 月上旬 

⑤ アンケート集計、結果取りまとめ、確認 

5 月上旬～5月中旬 

⑥ 市民討論会抽選結果の封入、郵送 

5 月中旬 

・調査結果の取りまとめ方法は本市と協議のうえ決定する。また、取りまとめに際しては調査期間中

に返送された調査票を適宜回収し、集計作業を進めること。 

・市民アンケートのスケジュールについては、短い期間の中での調査となるため、本市との協議の

上、入念に準備をすること。 

・調査結果の取りまとめについては、その内容に間違いがないか受託者により精査すること。 

２．市民討論会 

（１）会場及び開催スケジュール（予定） 

   開催日時：5月下旬 

所要時間：2時間程度 

会場は発注者と協議の上決定すること。 

規模は 100 人程度、1会場を想定とする。 

開場は開始 30分前とする。 

 （２）業務内容 

① 市民討論会抽選結果の封入、郵送 

・抽選の結果を当選者に通知する。 

・当日の案内を同封する。（開催日時、会場等） 

・送付用封筒は受託者が用意し郵送すること。なお、発送費については委託費の中に含める。 

② 会場設営・運営等 

＜出演者席、受付等の設置・撤去＞ 

 ・市民討論会開催に必要な機材等一式（パソコン、プロジェクター、白布、名札・前垂れ、会場誘

導表示等）を準備し、配布資料等を会場に搬入すること。 

 ・会場経費の支払いは受注者が負担する。 

・備品を利用して、司会台、出演者席、プロジェクターを設置するための台等の設置、撤去を行う。 

・ロビーに市民および報道用の受付の設置、撤去を行う。 

・質疑応答の際に、発言者へのマイク運びを行う。 

＜人員配置＞ 

 ・市民討論会において司会を行うこと。 

・設営、運営、会場誘導、アンケート回収等に必要かつ適切な人員配置を行うこと。 
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・会場の音響及び照明設備の調整・操作は市職員及び施設職員と協力して行うこと。 

③ 市民討論会説明資料等の作成・印刷等 

当日参加者に配布する資料等を作成・印刷すること。 

資 料 名 媒  体 部  数 

ア 次第、当日アンケート（各Ａ４、片面、白黒） 紙媒体 110 部 

イ 
市民討論会説明資料 

（A4、両面、カラー、8頁程度） 
紙媒体 110 部 

・上記の原稿データは本市と協議の上作成し、それぞれ上記の表の通り作成すること。但し、作

成・印刷段階でのレイアウト調整等は受託者で行う。 

・市民討論会における配布資料として、上記資料等の会場への運搬などを行うこと。 

④ 市民意見取りまとめ 

・市民討論会での参加者の意見を取りまとめ、その結果を報告書及びデータで納品する。 

・市民討論会会場での当日アンケートを回収後、集計し結果を取りまとめる。自由記述について

は、本市で指定するカテゴリーに分けまとめる。 

⑤ 市民討論会の記録 

・写真により、市民討論会の様子を記録する。 

・会議録を作成する。 

３．成 果 物 

本業務の成果物は、下記のとおりとする。 

名 称 成果品 数 量 

市民アンケート 
報告書（紙媒体、必要に応じて折り込み、白黒） 1 部 

報告書（電子データ） 1 式 

市民討論会 
会議録、当日アンケート集計結果等（紙媒体、白黒） １部 

会議録、当日アンケート集計結果等（電子データ） 1 式 

その他業務上、監督員

が必要と認めたもの 
監督員の指示による 1 式 

※電子データは磁気媒体（CD-R または DVD-R）にて納品すること 

とする。





情報取扱注意項目 

（基本事項） 

第 1 この契約による市の保有する情報の取扱い（以下「本件業務」という。）の委

託を受けた者（以下「受託者」という。）は、本件業務を履行するに当たり、情報

保護の重要性を認識し、情報の適正な保護及び管理のために必要な措置を講じると

ともに、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。 

（関係法令等の遵守） 

第 2 受託者は、本件業務を履行するに当たり、当該業務に係る関係法令のほか、名

古屋市情報あんしん条例（平成16年名古屋市条例第41号。以下「あんしん条例」と

いう。）、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「保護法」と

いう。）、名古屋市個人情報保護条例（令和 4年名古屋市条例第56号。以下「保護

条例」という。）その他情報保護に係る関係法令も遵守しなければならない。 

（適正管理） 

第 3 受託者は、本件業務に関して知り得た市の保有する情報（名古屋市（以下「委

託者」という。）が、利用、提供、廃棄等について決定する権限を有し、事実上当

該情報を管理しているといえるものをいう。）の漏えい、滅失又は改ざんの防止そ

の他の市の保有する情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならな

い。 

（個人情報の適正取得） 

第 4 受託者は、本件業務を履行するために、個人情報（保護法第 2条第 1項に規定

する個人情報をいう。以下同じ。）を収集するときは、当該業務を履行するために

必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 

（第三者への提供及び目的外使用の禁止） 

第 5 受託者及び本件業務に従事している者又は従事していた者は、市の保有する情

報を正当な理由なく第三者に知らせ、又は当該業務の目的外に使用してはならな

い。 

2 前項の規定は、契約の終了（契約を解除した場合を含む。以下同じ。）後におい

ても同様とする。 

（再委託の禁止又は制限等） 

第 6 受託者は、委託者の承認を得ることなく、本件業務を第三者に委託してはなら

ない。 

2 受託者は、本件業務を第三者に委託する場合は、市の保有する情報の取扱いに関

し、この契約において受託者が課せられている事項と同一の事項を当該第三者に遵

守させなければならない。 

3 受託者は、機密情報の取扱いを伴う本件業務を委託した第三者からさらにほかの

第三者に委託（以下「再々委託」という。）させてはならない。ただし、再々委託

することにやむを得ない理由がある場合であって、委託者が認めたときはこの限り

でない。 



（複写及び複製の禁止） 

第 7 受託者は、委託者から指示又は許可された場合を除き、市の保有する情報が記

録された資料及び成果物（委託者の指示又は許可を受けてこれらを複写し、又は複

製したものを含む。以下同じ。）を複写し、又は複製してはならない。 

（情報の返却及び処分） 

第 8 受託者は、市の保有する情報が記録された資料のうち委託者から取得したもの

を取り扱う必要がなくなったときは、その都度速やかに委託者に返却しなければな

らない。ただし、委託者の承認を得た場合はこの限りでない。 

 2 受託者は、前項に規定する場合を除き、市の保有する情報を取り扱う必要がなく

なったときは、その都度確実かつ速やかに切断、溶解、消磁その他の復元不可能な

方法によって処分しなければならない。ただし、委託者の承認を得た場合はこの限

りでない。 

（情報の授受及び搬送） 

第 9 市の保有する情報並びに市の保有する情報が記録された資料及び成果物の授受 

は、全て委託者の指名する職員と受託者の指名する者との間において行うものと

する。 

2  受託者は、市の保有する情報を搬送する際には、漏えい、滅失又はき損が起こら

ないようにしなければならない。 

（報告等） 

第10 受託者は、委託者が市の保有する情報の保護のために実地調査をする必要があ

ると認めたときは、これを拒んではならない。また、委託者が市の保有する情報の

保護について報告を求めたときは、これに応じなければならない。  

2 受託者は、市の保有する情報の漏えい、滅失又は改ざん等の事故が生じ、又は生

ずるおそれがあることを知ったときは、直ちに委託者に報告し、委託者の指示に従

わなければならない。 

（従事者の教育） 

第11 受託者は、本件業務に従事している者に対し、あんしん条例、保護法、保護条

例その他情報保護に係る関係法令を周知するなど、情報の保護に関し十分な教育を

行わなければならない。 

 2 受託者は、本件業務が個人情報を取り扱う業務である場合、当該業務に従事して

いる者に対し、保護法（受託者が、市会に係る個人情報の取扱いの委託を受けた

者の場合は、保護条例）に規定された罰則の内容を周知しなければならない。 

3  受託者は、本件業務に従事している者に対し、あんしん条例に規定された罰則の

内容を周知しなければならない。 

 4 受託者は、情報の取扱いに関するマニュアルを作成し、本件業務に従事している

者に対し、その内容並びに守秘義務に関する事項及び市の保有する情報の目的外利

用の禁止又は制限に関する事項を周知しなければならない。 



（契約解除及び損害賠償等）

第12 委託者は、受託者が情報取扱注意項目に違反していると認めたときは、次の各

号に掲げる措置を講じることができる。 

(1) 契約を解除すること。 

(2) 損害賠償を請求すること。 

(3) 市の保有する情報が漏えいし、市民の権利が害されるおそれがあると認めると

きは、あんしん条例第34条第 1項の規定に基づき勧告し、その勧告に従わなかっ

たときは、同条第 2項の規定に基づきその旨を公表すること。 

 2 前項第 2号及び第 3号の規定は、契約の終了後においても適用するものとする。 

（特定個人情報に関する特則） 

第13 受託者は、本件業務が特定個人情報（行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号。以下「番号利用法」と

いう。）第 2条第 8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。）を取り扱う

事務である場合、あらかじめ委託者の承認を得た場合を除き、本件業務の履行場

所から特定個人情報を持ち出してはならない。 

2 受託者は、本件業務において特定個人情報を取り扱う者を明確にしなければなら

ない。なお、委託者から求めがあるときは、特定個人情報を取り扱う者について速

やかに報告しなければならない。 

3 受託者は、第 1項及び第 2項に規定する事項のほか、番号利用法第 2条第12項に

規定する個人番号利用事務実施者としての義務を果たすこと。 

  ※ 個人番号関係事務の場合は、「第 2条第12項に規定する個人番号利用事務実

施者」を「第 2条第13項に規定する個人番号関係事務実施者」に修正する。 

（電子情報の消去に関する特則） 

第14 受託者は、委託者が使用する機器の記録媒体を廃棄又はリース（賃貸を含む。）

をしている機器の記録媒体を返却するに当たり、本件業務により当該機器の記録

媒体に記録された電子情報の消去を行う場合は、全ての情報を消去の上、復元不

可能な状態にしなければならない。 

 2 受託者は、前項の消去を行ったときは、電子情報を復元不可能な方法によって消

去したことを証する写真その他の証拠を添えた証明書等を提出して、委託者の確

認を受けなければならない。 
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随意契約の内容の公表

局区 観光文化交流局

課 名古屋城総合事務所保存整備室

契約締結日 令和5年4月3日

件名
特別史跡名古屋城跡におけるバリアフリーに関するアンケート等業務
委託

概要
本業務は、名古屋城全体のバリアフリー対応について、市民アンケート
を実施し、併せて市民ミーティングへの参加者の募集を行い、意見聴
取を行う。

契約の相手
方を選定し
た理由

　名古屋城天守閣整備事業において復元する木造天守を昇降できる
よう、史実に忠実な復元とバリアフリーの両立を目指し、令和４年度に
「名古屋城木造天守の昇降技術に関する公募」を実施し、最優秀者を
選定した。
　令和４年１２月の所管事務調査においてその結果を公表後、当該昇
降技術の導入を含む名古屋城全体のバリアフリー対応について市民
意見聴取を行うこととなった。
　市民意見の聴取にあたっては、名古屋城天守の木造復元の意義で
ある「特別史跡名古屋城跡の本質的価値の向上と理解の促進」を踏ま
え、豊富な史資料を基に往時の姿に復元する「史実に忠実な復元」と
復元する木造天守に誰もが昇降可能な「バリアフリー」との調和をはか
る本市の考え方を、正しく伝える説明資料を作成する必要がある。
　当該資料の作成にあたっては、
（１）名古屋城木造天守復元の意義や根拠、バリアフリーに対する本市
　　　の考え方を含めた復元計画等を熟知していること
（２）「名古屋城木造天守の昇降技術に関する公募」により選定した最
　　　優秀者の昇降技術の概要や設置条件等を熟知していること
の２つの条件を満たしていることが不可欠である。
　上記の条件を満たし得る事業者は、名古屋城天守閣整備事業の発
注者支援業務の受注者であり、かつ、「名古屋城木造天守の昇降技術
に関する公募」の公募支援業務委託における技術的支援の実施事業
者である株式会社安井建築設計事務所に限定される。以上の理由か
ら、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定に基づき随意
契約を締結するもの。

契約の相手方 株式会社安井建築設計事務所　名古屋事務所

契約金額（円） 6,547,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、観光文化交流局名古屋城総合事務所です。
電話番号　052-231-2488


